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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　缶水が流れる給水系統と、
　前記缶水にアンモニア溶液を添加するアンモニア添加設備とを備えるボイラを用いて実
行されるボイラ運転方法であり、
　前記缶水のｐＨを測定すること、
　前記ボイラの運転に当たり、前記ｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれているときに、前記缶
水が加熱されるように前記缶水を前記給水系統に流すこと、
　前記ボイラの停止に当たり、前記ｐＨが保管用ｐＨ範囲に含まれるまで前記缶水にアン
モニア溶液が添加されるように、前記アンモニア添加設備を制御すること、
　前記ｐＨが前記保管用ｐＨ範囲に含まれているときに前記給水系統に前記缶水が流れる
のを停止させることを備え、
　前記保管用ｐＨ範囲に含まれる任意のｐＨは、前記運転用ｐＨ範囲に含まれる任意のｐ
Ｈと等しい／または前記任意のｐＨより大きいボイラ運転方法。
【請求項２】
　前記給水系統に前記缶水が流れるのを停止させた後で、前記ボイラの再起動運転に当た
り、前記ｐＨが前記運転用ｐＨ範囲に含まれているときに、前記缶水が加熱されるように
前記給水系統に前記缶水を流すことをさらに備える請求項１に記載されるボイラ運転方法
。
【請求項３】
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　複数の保管期間を複数の保管用ｐＨ範囲に対応付けるテーブルを参照して、前記給水系
統に前記缶水を流さない発電設備停止期間に対応する前記保管用ｐＨ範囲を前記複数の保
管用ｐＨ範囲から導くことをさらに備え、
　前記複数の保管用ｐＨ範囲のうちの第１期間に対応する第１保管用ｐＨ範囲の下限は、
前記複数の保管用ｐＨ範囲のうちの前記第１期間より短い第２期間に対応する第２保管用
ｐＨ範囲の下限より大きい請求項１または請求項２に記載されるボイラ運転方法。
【請求項４】
　前記第１保管用ｐＨ範囲の下限、および第２保管用ｐＨ範囲の下限は、９．５から１０
の範囲の数値である請求項３に記載されるボイラ運転方法。
【請求項５】
　缶水が流れる給水系統と、
　前記缶水にアンモニア溶液を添加するアンモニア添加設備と、
　前記缶水のｐＨを測定するｐＨ測定装置と、
　制御装置とを備えるボイラであって、
　前記ボイラの運転に当たり、前記制御装置は、
　前記缶水が加熱されるように前記缶水が前記給水系統を流れるときに、前記ｐＨが運転
用ｐＨ範囲に含まれるように、前記アンモニア添加設備を制御する通常制御回路と、
　前記ボイラの停止に当たり、前記缶水が前記給水系統を流れることが停止される前に、
前記ｐＨが保管用ｐＨ範囲に含まれるように、前記アンモニア添加設備を制御する保管用
制御回路とを備え、
　前記保管用ｐＨ範囲に含まれる任意のｐＨは、前記運転用ｐＨ範囲に含まれる任意のｐ
Ｈと等しい／または前記任意のｐＨより大きいボイラ。
【請求項６】
　請求項５に記載されるボイラと、
　炭素含有固体燃料をガス化することにより生成される生成ガスが流れる流路とを備え、
　前記給水系統は、前記生成ガスの熱を用いて前記缶水を加熱するガス冷却器。
【請求項７】
　請求項５に記載されるボイラと、
　ガスタービンから排気された排ガスが流れる流路とを備え、
　前記給水系統は、前記排ガスの熱を用いて前記缶水を加熱する排熱回収ボイラ。
【請求項８】
　請求項５に記載されるボイラと、
　炭素含有固体燃料をガス化することにより生成ガスを生成するガス化炉と、
　前記生成ガスを用いて動力を生成することにより排ガスを排気するガスタービンと、
　蒸気を用いて動力を生成する蒸気タービンとを備え、
　前記蒸気は、前記給水系統が前記生成ガスの熱と前記排ガスの熱とを用いて前記缶水を
加熱することにより生成される石炭ガス化複合発電設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボイラ運転方法およびボイラに関し、特に、缶水が循環する給水系統を保管
するときに利用されるボイラ運転方法およびボイラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　缶水が循環する給水系統で蒸気（水蒸気）を生成するものは、ボイラ・蒸気タービン発
電設備、ガスタービン・（排熱回収ボイラ）蒸気タービン複合発電設備などがあるが、石
炭ガス化複合発電設備（ＩＧＣＣ：Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｏａｌ　Ｇａｓｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　Ｃｙｃｌｅ）は蒸気を生成する給水系統を多く保有する設
備である。石炭ガス化複合発電設備は、石炭ガス化炉とガス冷却器とガスタービン設備と
排熱回収ボイラと蒸気タービン設備と発電機とを備えている。石炭ガス化炉は、微粉炭を
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ガス化することにより、可燃性を有する生成ガスを生成する。ガス冷却器は、生成ガスを
冷却する。ガスタービン設備は、冷却された生成ガスを燃焼させることにより高温・高圧
の燃焼ガスを生成し、回転動力を生成する。排熱回収ボイラは、ガスタービン設備の排ガ
スから熱エネルギーを回収し、高圧の蒸気を生成する。蒸気タービン設備は、蒸気を用い
て回転動力を生成する。発電機は、ガスタービン設備と蒸気タービン設備とにより生成さ
れた回転動力を電力に変換する。
【０００３】
　ガス冷却器と排熱回収ボイラとは、缶水が循環する給水系統を備えている。缶水が給水
系統を循環することにより、ガス冷却器は、石炭ガス化炉により生成された生成ガスを冷
却し、排熱回収ボイラは、ガスタービン設備から排気された排ガスを冷却する。さらに、
ガス冷却器と排熱回収ボイラとは、給水系統を循環することにより、缶水を加熱し、蒸気
タービン設備に供給される蒸気を生成する。
　一方、定期点検などで石炭ガス化複合発電設備の運転が停止して、機器保管中となる期
間が長い場合、給水系統の配管等を交換する必要があるときは缶水を排出して対応する。
しかし、速やかに再起動するため缶水を排出しないで保管する場合において、給水系統の
配管内部など金属製構成材が腐食することを防止することが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３２３９５４号公報
【特許文献２】特開２００３－３９０８４号公報
【特許文献３】特開平４－８３５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　発電設備の運転が停止して、機器保管中で速やかに再起動するため缶水を排出しないで
保管する期間には、給水系統は、ヒドラジンを含有する保管水が充填されることにより、
配管内部などの腐食を低減することができる。しかしながら、ヒドラジンは、健康に悪影
響を及ぼすことが知られ、取扱いに注意する必要がある（特許文献１、２、３参照）。給
水系統の金属製部材の腐食をより容易により長期間に渡り低減することが望まれている。
【０００６】
　本発明の課題は、缶水が流れる給水系統が腐食することを容易に低減するボイラ運転方
法およびボイラを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によるボイラ運転方法は、ボイラの給水系統部分を用いて実行される。そのボイ
ラは、加熱される缶水が流れる給水系統と、その缶水にｐＨ調整用のアンモニアを添加す
るアンモニア添加設備とを備えている。本発明によるボイラ運転方法は、その缶水のｐＨ
を測定すること、そのｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれているときに、その缶水が加熱され
るようにその缶水をその給水系統に流すこと、そのｐＨが保管用ｐＨ範囲に含まれるまで
その缶水にアンモニアが添加されるように、そのアンモニア添加設備を制御すること、そ
のｐＨがその保管用ｐＨ範囲に含まれているときにその給水系統にその缶水が流れること
を停止させることを備えている。このとき、その保管用ｐＨ範囲に含まれる任意のｐＨは
、その運転用ｐＨ範囲に含まれる任意のｐＨと等しいか、或いはそのｐＨより大きい。
【０００８】
　このようなボイラ運転方法によれば、ｐＨが保管用ｐＨ範囲に含まれる缶水が給水系統
に充填されていることにより、ｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれている缶水が給水系統に充
填されていることに比較して、発電設備の運転が停止した機器保管中に給水系統が腐食す
ることを、より長期間に渡り低減することができる。さらに、アンモニアは、一般的に、
ヒドラジンに比較して、より容易に取り扱われることができる。このため、このようなボ
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イラ運転方法は、ヒドラジンを含有する保管用缶水を給水系統に充填することに比較して
、その給水系統が腐食することをより容易に防止することができる。
【０００９】
　本発明によるボイラ運転方法は、その給水系統にその缶水が流れることが停止された後
で、前記ｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれているときに、その缶水が加熱されるようにその
給水系統にその缶水を流すことをさらに備えている。
【００１０】
　このようなボイラ運転方法によれば、保管用缶水のｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれるの
で、保管用缶水をそのまま運転用缶水として使用することにより、ボイラをより容易に短
時間で再起動することができる。
【００１１】
　本発明によるボイラ運転方法は、複数の保管期間を複数の保管用ｐＨ範囲に対応付ける
テーブルを参照して、その給水系統にその缶水を流さない発電設備停止期間に対応するそ
の保管用ｐＨ範囲をその複数の保管用ｐＨ範囲から算出することをさらに備えている。こ
のとき、その複数の保管用ｐＨ範囲のうちの第１期間に対応する第１保管用ｐＨ範囲の下
限は、その複数の保管用ｐＨ範囲のうちのその第１期間より短い第２期間に対応する第２
保管用ｐＨ範囲の下限より大きい。
【００１２】
　このようなボイラ運転方法によれば、その缶水に適量のアンモニアを添加することがで
き、機器保管中に給水系統の腐食をより適切に低減することができる。
【００１３】
　本発明によるボイラは、加熱される缶水が流れる給水系統と、その缶水にアンモニアを
添加するアンモニア添加設備と、その缶水のｐＨを測定するｐＨ測定装置と、アンモニア
添加設備の制御をする制御装置とを備えている。その制御装置は、その缶水が加熱される
ようにその缶水がその給水系統を流れるときに、そのｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれるよ
うに、そのアンモニア添加設備を制御する通常制御回路と、その缶水がその給水系統を流
れることが停止される前に、そのｐＨが保管用ｐＨ範囲に含まれるように、そのアンモニ
ア添加設備を制御する保管用制御回路とを備えている。このとき、その保管用ｐＨ範囲に
含まれる任意のｐＨは、その運転用ｐＨ範囲に含まれる任意のｐＨと等しいか、或いはそ
のｐＨより大きい。
【００１４】
　このようなボイラは、ｐＨが保管用ｐＨ範囲に含まれる缶水が給水系統に充填されてい
ることにより、ｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれている缶水が給水系統に充填されているこ
とに比較して、給水系統が腐食することを低減することができる。さらに、アンモニアは
、一般的に、ヒドラジンに比較して、より容易に取り扱われることができる。このため、
このようなボイラは、ヒドラジンを含有する保管用缶水を給水系統に充填することに比較
して、機器保管中にその給水系統が腐食することをより容易に抑制することができる。
【００１５】
　本発明によるガス冷却器は、炭素含有固体燃料を酸化剤によりガス化することにより生
成される生成ガスが流れる流路と給水が流れる流路（缶水循環系統）を備えている。この
とき、その給水系統は、その生成ガスの熱を用いてその缶水を加熱する。
【００１６】
　このようなガス冷却器は、発電設備停止時の機器保管中にその給水系統が腐食すること
をより容易に抑制することができる。
【００１７】
　本発明による排熱回収ボイラは、ガスタービンから排気された排ガスが流れる流路と給
水が流れる流路（缶水循環系統）を備え、その給水系統は、その排ガスの熱を用いてその
缶水を加熱する。
【００１８】
　このような排熱回収ボイラは、発電設備停止時の機器保管中に、その給水系統が腐食す
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ることをより容易に防止することができる。
【００１９】
　本発明による石炭ガス化複合発電設備は、本発明による排熱回収ボイラと、炭素含有固
体燃料をガス化することにより生成ガスを生成するガス化炉と、その生成ガスを用いて動
力を生成することにより排ガスを排気するガスタービンと、蒸気を用いて動力を生成する
蒸気タービンとを備えている。このとき、その蒸気は、その給水系統がその生成ガスの熱
とその排ガスの熱とを用いてその缶水を加熱することにより生成される。
【００２０】
　このような石炭ガス化複合発電設備は、発電設備停止時の機器保管中に、その給水系統
が腐食することをより容易に抑制することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によるボイラ運転方法およびボイラは、運転時に循環する缶水のｐＨより大きい
ｐＨの缶水を給水系統に充填することにより、機器保管中にその給水系統が腐食すること
を容易に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】石炭ガス化複合発電設備を示す概略構成図である。
【図２】缶水循環系統示す概略構成図である。
【図３】制御装置を示すブロック図である。
【図４】比較例のボイラ保管方法を示すフローである。
【図５】ｐＨと腐食との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図面を参照して、ボイラの実施の形態が以下に記載される。そのボイラの給水系統部分
は、図１に示されているように、石炭ガス化複合発電設備１０に利用される。石炭ガス化
複合発電設備１０は、ガス化炉１とガス冷却器２とガスタービン３と排熱回収ボイラ５と
蒸気タービン６と発電機７と復水器８とを備えている。ガス化炉１は、外部の設備から供
給される炭素含有固体燃料としての石炭を破砕した微粉炭と酸化剤としての空気（または
酸素）とから、可燃性を有する高温の生成ガスを生成する。ガス冷却器２は、ガス化炉１
により生成された高温の生成ガスから冷却後生成ガスを生成する。この高温の生成ガスを
冷却する熱交換により、ガス冷却器２は、復水器８により生成された缶水から高温高圧の
蒸気を生成する。
【００２４】
　ガスタービン３は、ガス冷却器２により生成された冷却後生成ガスを用いて、回転動力
を生成し、高温の排ガスを排気する。排熱回収ボイラ５は、ガスタービン３から排気され
た高温の排ガスを冷却する熱交換により、復水器８により生成された缶水から高温高圧の
蒸気を生成する。蒸気タービン６は、ガス冷却器２により生成された蒸気と排熱回収ボイ
ラ５により生成された蒸気とを用いて回転動力を生成し、排蒸気を排気する。発電機７は
、ガスタービン３により生成された回転動力と蒸気タービン６により生成された回転動力
とを用いて発電する。復水器８は、蒸気タービン６により排気された排蒸気から水を生成
し缶水とする。
【００２５】
　図２は、ガス冷却器２の給水(循環)系統部分を示している。ガス冷却器２は、給水(循
環)系統１１とアンモニア添加設備１２とｐＨ測定装置１４と制御装置１５とを備え、生
成ガス流路aを備えている。生成ガス流路ａは、ガス化炉１により生成された生成ガスが
流れる。給水系統１１は、蒸気ドラム１６と複数の降水管１７と管寄せ１８と複数の伝熱
管１９とを備えている。蒸気ドラム１６は、鋼鉄系材料(以下、鋼鉄と記載する)から形成
され、容器に形成されている。蒸気ドラム１６は、復水器８により生成された缶水が蒸気
ドラム１６の内部に供給されるように、復水器８から管路３０を介して接続されている。
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蒸気ドラム１６は、蒸気ドラム１６の内部で発生された蒸気が蒸気タービン６に供給され
るように、蒸気タービン６に管路３１を介して接続されている。蒸気ドラム１６は、さら
に、蒸気ドラム１６の内部に貯留された缶水が複数の降水管１７に供給されるように、複
数の降水管１７に接続されている。
【００２６】
　複数の降水管１７は、それぞれ、鋼鉄から形成され、蒸気ドラム１６から供給される缶
水が流れる流路を形成している。複数の降水管１７は、それぞれ、缶水が管寄せ１８に供
給されるように、管寄せ１８に接続されている。管寄せ１８は、鋼鉄から形成され、複数
の降水管１７から供給される缶水を合流されるヘダーに形成されている。管寄せ１８は、
さらに、缶水が複数の伝熱管１９に供給されるように、複数の伝熱管１９に接続されてい
る。
【００２７】
　複数の伝熱管１９は、鋼鉄から形成され、管寄せ１８から供給される缶水が流れる流路
を形成している。複数の伝熱管１９は、ガス化炉１により生成される生成ガスの熱により
加熱されるように、生成ガス流路ａに配置されている。複数の伝熱管１９は、さらに、管
寄せ１８から供給される缶水が蒸気ドラム１６に供給されるように、蒸気ドラム１６に接
続されている。
【００２８】
　アンモニア添加設備１２は、制御装置１５に情報伝達可能に電気的に接続され、アンモ
ニア溶液を貯留している。アンモニア添加設備１２は、制御装置１５に制御されることに
より、復水器８から蒸気ドラム１６に供給される缶水にアンモニア溶液が添加されるよう
に、管路３０にアンモニア溶液を供給する。
【００２９】
　ｐＨ測定装置１４は、制御装置１５に情報伝達可能に電気的に接続されている。ｐＨ測
定装置１４は、制御装置１５に制御されることにより、所定の時間ごとに、または連続し
て蒸気ドラム１６に貯留されている缶水のｐＨを測定する。
【００３０】
　制御装置１５は、コンピュータであり、図示されていないＣＰＵと記憶装置とメモリド
ライブと通信装置とインターフェースとを備えている。
【００３１】
　インターフェースは、制御装置１５に接続される外部機器により生成される情報をＣＰ
Ｕに出力し、ＣＰＵにより生成された情報を外部機器に出力する。外部機器は、アンモニ
ア添加設備１２とｐＨ測定装置１４とを含んでいる。
【００３２】
　制御装置１５にインストールされるコンピュータプログラムは、図３に示されているよ
うに、制御装置１５に複数の機能をそれぞれ実現させるための複数のコンピュータプログ
ラムから形成されている。複数の機能は、通常制御回路２１と保管用制御回路２２とを含
んでいる。
【００３３】
　ｐＨ測定装置１４は、ガス化炉１とガス冷却器２が運転中に、少なくとも１回の蒸気ド
ラム１６に貯留される缶水のｐＨを測定する。通常制御回路２１は、運転用ｐＨ範囲を記
憶装置に予め記録している。運転用ｐＨ範囲の設定値は、たとえば、９．７を示している
。通常制御回路２１は、さらに、蒸気ドラム１６に貯留される缶水のｐＨが運転用ｐＨ範
囲に含まれるように、アンモニア添加設備１２を制御する。すなわち、通常制御回路２１
は、そのｐＨが運転用ｐＨ範囲の設定値より小さいときに、アンモニア溶液が管路３０に
供給されるように、アンモニア添加設備１２を制御する。通常制御回路２１は、そのｐＨ
が運転用ｐＨ範囲の設定値と等しい、或いは設定値より大きいときに、アンモニア溶液が
管路３０に供給されないように、アンモニア添加設備１２を制御する。
【００３４】
　保管用制御回路２２は、保管用ｐＨ範囲を記憶装置に予め記録している。保管用ｐＨ範
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囲の下限は、運転用ｐＨ範囲の設定値と等しいか、或いは設定値より大きく、たとえば、
９．７を示している。保管用制御回路２２は、さらに、蒸気ドラム１６に貯留される缶水
のｐＨが保管用ｐＨ範囲に含まれるように、アンモニア添加設備１２を制御する。すなわ
ち、保管用制御回路２２は、蒸気ドラム１６に貯留される缶水のｐＨが保管用ｐＨ範囲の
下限より小さいときに、アンモニア溶液が管路３０に供給されるように、アンモニア添加
設備１２を制御する。保管用制御回路２２は、蒸気ドラム１６に貯留される缶水のｐＨが
保管用ｐＨ範囲の下限より大きいときに、アンモニア溶液が管路３０に供給されないよう
に、アンモニア添加設備１２を制御する。
【００３５】
　排熱回収ボイラ５は、図示されていない給水系統を備えている。給水系統は、給水系統
１１と類似して形成され、すなわち、蒸気ドラムと複数の降水管と管寄せと複数の伝熱管
とを備えている。蒸気ドラムは、鋼鉄から形成され、容器に形成されている。蒸気ドラム
は、管路３０に接続され、管路３１に接続されている。蒸気ドラムは、さらに、蒸気ドラ
ムの内部に貯留された缶水が複数の降水管に供給されるように、複数の降水管に接続され
ている。
【００３６】
　複数の降水管は、それぞれ、鋼鉄から形成され、蒸気ドラムから供給される缶水が流れ
る流路を形成している。複数の降水管は、それぞれ、缶水が管寄せに供給されるように、
管寄せに接続されている。管寄せは、鋼鉄から形成され、複数の降水管から供給される缶
水を貯留する容器に形成されている。管寄せは、さらに、缶水が複数の伝熱管に供給され
るように、複数の伝熱管に接続されている。
【００３７】
　複数の伝熱管は、鋼鉄から形成され、管寄せから供給される缶水が流れる流路を形成し
ている。複数の伝熱管は、ガスタービン３から排気される排ガスの熱により加熱されるよ
うに、排ガスが流れる流路に配置されている。複数の伝熱管は、さらに、管寄せから供給
される缶水が蒸気ドラムに供給されるように、蒸気ドラムに接続されている。
【００３８】
　ボイラ運転方法の実施の形態は、石炭ガス化複合発電設備１０を用いて実行され、通常
運転と保管用運転と再起動運転とを備えている。
【００３９】
　その通常運転では、ガス化炉１は、外部の設備から供給される空気（または酸素）を用
いて、外部の設備から供給される炭素含有固体燃料としての石炭を破砕し燃焼させること
により、可燃性を有する高温の生成ガスを生成する。ガス冷却器２は、復水器８により生
成された缶水を用いて、ガス化炉１により生成された高温の生成ガスを冷却するよう熱交
換することにより、冷却後生成ガスを生成する。この際に、ガス冷却器２は、ガス化炉１
により生成された高温の生成ガスの熱を用いて、缶水を加熱するよう熱交換することによ
り、高温高圧の蒸気を生成する。
【００４０】
　ガスタービン３は、ガス冷却器２により生成された冷却後生成ガスを燃焼することによ
り、高温高圧の排ガスを生成する。ガスタービン３は、さらに、排ガスの運動エネルギー
用いて回転動力を生成し、排ガスを排気する。排熱回収ボイラ５は、復水器８により生成
された缶水を用いて、ガスタービン３から排気された高温の排ガスを冷却するよう熱交換
することにより、冷却後排ガスを生成する。この際に、排熱回収ボイラ５は、ガスタービ
ン３から排気された高温の排ガスの熱を用いて、復水器８により生成された缶水を加熱す
るよう熱交換することにより高温高圧の蒸気を生成する。
【００４１】
　蒸気タービン６は、ガス冷却器２により生成された高温高圧の蒸気の運動エネルギーと
排熱回収ボイラ５により生成された高温高圧の蒸気の運動エネルギーとを用いて回転動力
を生成し、排蒸気を排気する。発電機７は、ガスタービン３により生成された回転動力と
蒸気タービン６により生成された回転動力とを用いて発電する。復水器８は、蒸気タービ
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ン６により排気された排蒸気を冷却するよう熱交換することにより水を生成して缶水とし
、管路３０を介して缶水をガス冷却器２と排熱回収ボイラ５とに供給する。
【００４２】
　このとき、ｐＨ測定装置１４は、ガス冷却器２の蒸気ドラム１６に貯留される缶水のｐ
Ｈを測定する。ｐＨ測定装置１４は、測定されたｐＨを制御装置１５に送信する。制御装
置１５は、運転用ｐＨ範囲の設定値とそのｐＨが等しいとき、或いは設定値よりそのｐＨ
が大きいときに、アンモニア添加設備１２を制御することにより、復水器８から蒸気ドラ
ム１６に供給される缶水にアンモニア溶液の添加を停止する。制御装置１５は、予め設定
された運転用ｐＨ範囲の設定値よりそのｐＨが小さいときに、アンモニア添加設備１２を
制御することにより、復水器８から蒸気ドラム１６に供給される缶水にアンモニア溶液を
添加する。
【００４３】
　ガス冷却器２は、管路３０を介して復水器８から供給される缶水を給水系統１１に循環
させ、缶水から蒸気を生成する。すなわち、複数の降水管１７は、蒸気ドラム１６に貯留
される缶水を管寄せ１８に供給する。管寄せ１８は、複数の降水管１７から供給される缶
水を合流する。複数の伝熱管１９は、ガス化炉１により生成される高温の生成ガスの熱を
用いて、加熱管寄せ１８で合流されている缶水を加熱するよう熱交換し、加熱された缶水
を蒸気ドラム１６に供給する。蒸気ドラム１６は、管路３０を介して復水器８から供給さ
れた缶水と複数の伝熱管１９により加熱された缶水とを貯留する。蒸気ドラム１６は、さ
らに、貯留し加熱された缶水を気液分離し、気液分離された蒸気を蒸気タービン６に供給
する。
【００４４】
　その保管用運転は、石炭ガス化複合発電設備１０が定期保守点検などで停止する直前に
、実行される。制御装置１５は、石炭ガス化複合発電設備１０が停止する直前に、まず、
ｐＨ測定装置１４により、蒸気ドラム１６に貯留される缶水のｐＨを測定する。制御装置
１５は、測定されたｐＨが保管用ｐＨ範囲の下限より小さいときに、アンモニア添加設備
１２を制御することにより、アンモニア溶液を管路３０に供給する。制御装置１５は、測
定されたｐＨが保管用ｐＨ範囲の下限と等しい、或いは下限より大きくなったときに、ア
ンモニア添加設備１２を制御することにより、管路３０へのアンモニア溶液の供給を停止
する。
【００４５】
　石炭ガス化複合発電設備１０は、測定されたｐＨが保管用ｐＨ範囲の下限と等しい、或
いは下限より大きいことを確認して、運転が停止される。給水系統１１は、石炭ガス化複
合発電設備１０の運転が停止されることにより、缶水の循環が停止する。給水系統１１は
、さらに、缶水の循環が停止した後に、窒素が加圧注入されることにより、給水系統１１
のうちの気体が充填されている空間から酸素を排気し、加圧された窒素がその空間に充填
される。
【００４６】
　図５にｐＨと腐食との関係を示すグラフで示す。密閉容器で、酸素飽和（２５℃、８ｍ
ｇ／ｌ）、室温の試験状態で、異なるＰＨのアンモニア溶液に試験片を浸漬させた試験結
果より、表面性状から腐食有無を判断し、腐食面積を全体面積に占める割合で示したもの
である。鋼鉄は、アンモニア溶液に浸漬されたときに、アンモニア溶液のｐＨが高いほど
、腐食する速度が低減し、より長期間に渡り鋼鉄の腐食を抑制できる。このため、このよ
うな保管用運転によれば、給水系統１１は、石炭ガス化複合発電設備１０の停止した機器
保管中に、保管用ｐＨ範囲に含まれるｐＨの缶水が充填されていることにより、運転用ｐ
Ｈ範囲に含まれるｐＨの缶水が充填されていることに比較して、腐食することをより低減
することができる。その結果、このような保管用運転によれば、給水系統１１は、石炭ガ
ス化複合発電設備１０の停止した機器保管中に、腐食しないように保管されることができ
る。
【００４７】
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　その再起動運転は、保管用運転が実行された後で、石炭ガス化複合発電設備１０が所定
の期間停止した後に、実行される。再起動運転では、石炭ガス化複合発電設備１０は、従
来の機器保管中にヒドラジンを含有する保管水を充填した後の再起動運転開始時と異なり
、給水系統１１から缶水を抜き出し、再度、通常運転時の水質を満足する缶水を供給する
ことなしに、運転が再開され、通常運転が実行される。
【００４８】
　このような再起動運転によれば、石炭ガス化複合発電設備１０は、ｐＨが保管用ｐＨ範
囲に含まれる缶水をｐＨが運転用ｐＨ範囲に含まれる缶水に取り替えないことにより、再
起動に要する時間を短縮できることにより、従来の再起動運転より、短時間に再起動する
ことができる。
【００４９】
　ボイラ運転方法の比較例は、従来の機器保管方法の実施形態として、既述の実施の形態
におけるボイラ運転方法と同様にして、石炭ガス化複合発電設備１０を用いて実行され、
既述の実施の形態における保管用運転が他の保管用運転に置換され、既述の実施の形態に
おける再起動運転が他の再起動運転に置換されている。
【００５０】
　その保管用運転では、石炭ガス化複合発電設備１０が停止した後に、図４に示されるよ
うに、給水系統１１から缶水が抜き出される（ステップＳ１）。給水系統１１は、缶水が
抜き出された後に、保管用水が充填される。保管用水は、ヒドラジンを５０ｍｇ／Ｌ含有
している。給水系統１１は、保管用水が充填された後に、窒素が加圧注入されることによ
り、給水系統１１のうちの気体が充填されている空間から酸素を含む空気を排気し、加圧
された窒素がその空間に充填される（ステップＳ２）。
【００５１】
　このような保管用運転によれば、給水系統１１は、石炭ガス化複合発電設備１０の停止
中に、ヒドラジンを５０ｍｇ／Ｌ含有している保管用水が充填されていることにより、長
期間に渡り給水系統１１を構成する鋼鉄が腐食することを抑制できる。
【００５２】
　その再起動運転では、石炭ガス化複合発電設備１０を再起動させる前に、給水系統１１
から通常運転に適するヒドラジンより濃度が高いヒドラジンを含有している保管用水が抜
き出される（ステップＳ３）。給水系統１１は、保管用水が抜き出された後に、缶水が充
填される（ステップＳ４）。缶水は、ヒドラジンを含有しない水から形成される。石炭ガ
ス化複合発電設備１０は、給水系統１１に缶水が充填された後に、運転が再開され、通常
運転が実行される。
【００５３】
　このような、従来の実施の形態における再起動運転によれば、石炭ガス化複合発電設備
１０は、通常運転で、ヒドラジンを含有しない缶水が給水系統１１を循環することにより
、適切に運転されることができる。
【００５４】
　一方、アンモニアは、一般的に、ヒドラジンに比較して、入手が容易であるので、より
容易に取り扱われることができる。
【００５５】
　さらに、既述の実施の形態における機器保管後の再起動運転は、給水系統１１を保管す
る前に給水系統１１から缶水を抜き出さない、すなわち、アンモニア溶液を注入し保管用
ｐＨ範囲に含まれるｐＨの缶水を抜出さずに運転を再起動することにより、比較例の機器
保管後の再起動運転に比較して、より短時間に且つ缶水を捨てずにすむことにより低コス
トに実行されることができる。既述の実施の形態における再起動運転は、機器保管時に給
水系統１１に充填されていた缶水を抜き出さないことにより、石炭ガス化複合発電設備１
０を停止して機器保管を開始するために、給水系統１１から缶水が抜き出した後に、給水
系統１１にはヒドラジンを含有する保管用水が充填する工程を省くことができ、さらに再
起動するために、給水系統１１からヒドラジンを含有している保管用水が抜き出された後
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に、缶水が充填される工程を省くことができる。比較例の再起動運転に比較して、より短
時間に実行されることができる。このため、既述の実施の形態におけるボイラ運転方法に
よれば、比較例のボイラ運転方法に比較して、石炭ガス化複合発電設備１０は、より短時
間に停止することができ、より短時間に再起動することができる。
【００５６】
　なお、制御装置１５により実行される動作は、ユーザにより実行されることができる。
すなわち、ユーザは、ｐＨ測定装置１４を制御することにより、ガス冷却器２の蒸気ドラ
ム１６に貯留される缶水のｐＨを測定する。アンモニア添加設備１２を操作することによ
り、管路３０にアンモニア溶液を添加したりアンモニア溶液の添加を停止したりする。こ
の場合も、石炭ガス化複合発電設備１０は、既述の実施の形態におけるボイラ運転方法と
同様にして、腐食することをより容易に防止することができ、より短時間に停止すること
ができ、より短時間に再起動することができる。
【００５７】
　ボイラの実施の他の形態は、既述の実施の形態における保管用制御回路２２が他の保管
用制御回路に置換されている。保管用制御回路は、複数の保管期間に対応する複数の保管
用ｐＨ範囲を予め記憶装置に記録している。複数の保管用ｐＨ範囲は、それぞれ、下限が
運転用ｐＨ範囲の設定値と等しい、或いは設定値より大きい。たとえば、図５に示す試験
結果によれば、２４時間以内の期間に対応する保管用ｐＨ範囲の下限は、９．５を示して
いる。７２時間以内の期間に対応する保管用ｐＨ範囲の下限は、９．７を示している。４
日間から７日間に含まれる期間に対応する保管用ｐＨ範囲の下限は、９．８を示している
。７日間から１４日間に含まれる期間に対応する保管用ｐＨ範囲の下限は、９．９を示し
ている。１５日間から３０日間に含まれる期間に対応する保管用ｐＨ範囲の下限は、１０
を示している。保管期間が長くなるに従い対応する保管用ｐＨ範囲の下限は、大きくなる
。
　また、例えば、高温、強アルカリ性（ｐＨ１１以上）環境では、通常アルカリに強い鋼
鉄でもアルカリ腐食となる可能性があるため、保管用ｐＨの上限はｐＨ１１未満が好まし
い。しかし、これに限定するものではない。
【００５８】
　保管用運転部は、ユーザから制御装置１５に保管期間が入力されたときに、複数の保管
用ｐＨ範囲から保管期間に対応する保管用ｐＨ範囲を算出する。保管用運転部は、蒸気ド
ラム１６に貯留される缶水のｐＨが測定されるように、ｐＨ測定装置１４を制御する。保
管用制御回路は、さらに、蒸気ドラム１６に貯留される缶水のｐＨが保管用ｐＨ範囲に含
まれるように、アンモニア添加設備１２を制御する。また、保管期間に対応する保管用ｐ
Ｈ範囲を算出し、アンモニア添加設備１２を制御することに限らず、マニュアル操作によ
り、アンモニア添加設備１２を運転してもよい。
【００５９】
　このような保管用制御回路を備える石炭ガス化複合発電設備は、既述の実施の形態にお
ける石炭ガス化複合発電設備１０と同様にして、給水系統１１が腐食することをより容易
に抑制することができ、より短時間に停止することができ、より短時間に再起動すること
ができる。
【００６０】
　図５は、保管水のｐＨと腐食との関係を示している。その関係は、鋼鉄から形成される
供試材が浸漬される保管水のｐＨを示し、供試材が保管水に浸漬される経過日数に対する
腐食面積を示している。腐食面積は、供試材が保管水に接触している表面の面積に対する
、表面のうちの経過日数で腐食している領域の面積の表面の割合を示している。その関係
は、時間とともに腐食が進行することを示している。その関係は、さらに、保管水のｐＨ
が大きいほど、供試材が腐食し始める時期が遅くなることを示している。このため、その
関係は、保管中の給水系統１１に充填されている缶水のｐＨが大きいほど、腐食をより長
期間防止することができることを示している。
【００６１】
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　このため、このような保管用制御回路を備える石炭ガス化複合発電設備は、停止する保
管期間が長いほど保管用ｐＨ範囲の下限を大きくすることにより、給水系統１１の保管に
利用されるアンモニアの添加量を低減することができ、給水系統１１が腐食することを適
切に防止することができる。
【００６２】
　なお、保管用ｐＨ範囲は、下限が９．５を示す他の保管用ｐＨ範囲に置換されることも
できる。保管用ｐＨ範囲の下限は、運転用ｐＨ範囲の設定値に等しく、または、運転用ｐ
Ｈ範囲の設定値より大きい。
【符号の説明】
【００６３】
　１　：ガス化炉
　２　：ガス冷却器
　３　：ガスタービン
　５　：排熱回収ボイラ
　６　：蒸気タービン
　１０：石炭ガス化複合発電設備
　１１：給水系統
　１２：アンモニア添加設備
　１４：ｐＨ測定装置
　１５：制御装置
　２１：通常制御回路
　２２：保管用制御回路

【図１】 【図２】

【図３】
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